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  №21-09 
2021年 2月 22日 

【コピー、転送、回覧など多くの人にお渡しください。各団体各地の活動をお知らせ

お知らせ 
・「日米地位協定抜本的改定」の署名推進にリー

フレットの活用を 

    署名推進に安保中央作成のリーフレットを活用

してください。申し込みは安保中央まで。 

・安保中央3月の常任幹事会 

3月10日（水）午後3時～ 

沖縄県議会、低空飛行の中止求め、再び申し入れ（沖縄タイムス 2月 19 日付より） 

沖縄県議会米軍基地関係特別委員会の照屋守之委員長と照屋大河副委員長は 19 日午前、外務省

沖縄事務所を訪れ、橋本尚文沖縄担当大使に県内で相次いでいる米軍機の低空飛行訓練に抗議し

た。県議会で、全会一致で可決した低空飛行訓練の即時中止を求める意見書を手渡した。2 カ月連

続の抗議となった。1 月の抗議声明は住宅地域上空で低空飛行訓練をしないよう求める内容だった

が、今回は場所を限定せず一切の低空飛行訓練をしないよう踏み込んだ。 

照屋守之氏は「訓練は否定しないが、県民に不安を与えるような低空飛行をやめてくれという、

切なる要求だ」と強調。低空飛行訓練が実施されている背景などを県民に説明するよう求めた。上

京して、政府に直接要請することも検討するとした。（以下略）  

西之表市の馬毛島環境アセス着手  

八板俊輔市長再選の民意無視は許せない 
防衛省 3 月 18 日まで縦覧、4 月 1 日まで意見書受付 米

軍
基
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機
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プ
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ど
こ
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も
い
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な
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14
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米
軍
岩
国
基
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陸
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さ
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ま
し
た
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陸
揚
げ
さ
れ
る
と
、
川
を
挟
ん

で
港
湾
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設
が
見
え
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護
岸
で

は
、
地
元
住
民
団
体
ら
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げ
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抗
議
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訴
え
を
し
ま
し
た
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防
衛
省
は
木
更
津
に
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ス
プ

レ
イ
17
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を
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備
す
る
計
画
で
、

2
機
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昨
年
5
月
に
岩
国
基
地

に
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揚
げ
さ
れ
、
同
年
7
月
に
す

で
に
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
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今
後
は
米
軍
が
点
検
や
整
備
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試
験
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を
お
こ
な

い
、
完
了
し

た
機
体
を
3
月
上
旬
以
降
順
次
、

木
更
津
駐
屯
地

へ
飛
行
さ

せ
て

配
備
す
る
予
定
で
す
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防
衛
省

は
佐
賀
空
港
を
最
終

的
な
配
備
候
補
地
と
し
て

い
ま

す
。
地
元
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
木

更
津
に
5
年
を
め
ど
に
「暫
定
配

備
」
す
る
と
し
て
い
ま
す
。 

岩国基地に陸揚げされた陸自オスプレイ 

九州防衛局は 2月 18 日、米空母艦載機の陸

上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転と自衛隊基地

建設の計画を進める鹿児島県西之表市の馬毛

島で、環境影響評価（アセスメント）の手続

きを開始しました。アセス方法書は、同日付

で塩田康一鹿児島県知事と八板俊輔市長宛に

送付されて、手続きが始まりました。 

八板市長が 2日付で防衛省宛てに送付した

要請書には、環境影響評価を実施しないよう

求めていました。アセスの着手は西之表市の

住民の民意を無視したもので許せません。 

朝日新聞 2月 19 日付は「アセスは環境影

響評価法に基づくもので、防衛省が環境への

影響や保全策を検討する。同省による地元説

明では、期間は『2年程度』。アセス終了後に

早期着工をめざしており、工期は約 4年とし 

ているが着工や訓練開始の時期は示してい

ない｡計画は菅義偉首相が官房長官時代に

『肝いり案件』として進められてきた」と

報道しています。 

 方法書は 2 月 19 日から 3 月 18 日まで九

州防衛局のホームページや関係自治体など

で縦覧できます。意見書は 4 月 1 日まで、

だれでも送付することができます。 
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